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第１節 千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアムの概要 
本研究事業は、「千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム」（以下、千代田区キ

ャンパスコンソ）を構成する大学・短期大学による共同提案である。 
2018年 4 月、千代田区内の徒歩圏にキャンパスが近接する 5 大学（大妻女子大学・大妻女子大

学短期大学部、共立女子大学・共立女子短期大学、東京家政学院大学、二松学舎大学、法政大学）
で「千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム」（千代田区キャンパスコンソ）を設
立した。千代田区と地域産業界等とともに、近接地の立地等を生かした大学間連携と地域発展の
推進を図ることを目的として、様々な連携事業を展開してきた。また、2018 年 9月には、千代田
区及び千代田区商工業連合会と包括連携協定を締結しているところである。さらに、2023 年 11
月に専修大学が加わり、充実した活動を進めてきている。
本コンソーシアムは、経済社会の健全な発展の推進力となることを目指し、近接 6 大学、千代

田区（関係団体等を含む。）、地域産業界等が、近接の立地等を生かした連携を図ることにより、
学生の学びや社会の人材養成に対する要請など多様なニーズに適切に対応することを目的とする
ものである。 
具体的な連携事業は以下のとおりである。 
・近接 6 大学間の連携に関すること（教育の質の保証・向上、学生の交流及び多様な学びの提供
等）。

・千代田区（関係団体等を含む）との連携に関すること（研究成果還元及び千代田区内の地域コミ
ュニティの活性化等）。

・地域産業界等との連携に関すること。
・地方の大学との連携に関すること。
・その他コンソーシアムが必要と認めた事項。
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以上の趣旨のもと、近接 6 大学が連携することで、教育の質の保証・向上、学生の交流及び多
様な学びの提供等をすすめ、さらには、千代田区（関係団体等を含む）との連携をすすめ、研究
成果還元及び千代田区内の地域コミュニティの活性化に寄与することをめざしている。 
各大学が区と取組むことで、栄養、食、歴史・文化、健康管理等、それぞれ有する特徴ある分野

の切り口から連携・協力し、調査・研究を行うものである。複数の大学で取組むことにより、１
つの大学による提案では難しい多角的な視点から調査・研究が可能となる。また、活動には各大
学の学生が連携して取組み、他大学の学生との意見交換を通して、参加学生は多様なものの見方・
考え方を理解し、新しい気づきとより柔軟な発想による提案等をめざしている。 

第２節 千代田区との『大規模災害時における協力体制に関する基本協定』 

本研究事業は「自然災害発生時における帰宅困難者支援」をテーマとする。帰宅困難者とは、
内閣府 首都直下地震対策専門調査会（平成１７年２月２５日）によれば、下記の区分から、各地
区の滞留者のうち、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な者をさす。 
・帰宅までの距離が 10km 以内の人は全員「帰宅可能」とする 。
・帰宅距離 10km～20km では、被災者個人の運動能力の差から、1km 長くなるごとに「帰宅
可能」者が 10%低減していくものとする 。

・帰宅距離 20km 以上の人は全員「帰宅困難」とする。
令和 4 年 5 月に東京都防災会議で発表された「首都直下地震等による東京の被害想定」では首

都圏直下型の大地震が発生した場合、区全域で 59万人におよぶ帰宅困難者の発生が想定されてい
る。 
そのため、東京都では、令和 7 年 1月 1日現在で、1,281か所（478,653人分）が一時滞在施設

として確保されている。その運営に向けて、令和６年７月、内閣府からも「大規模地震の発生に
伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」が策定された。一時滞在施設とは、帰宅が可能になるま
で待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。開設基準としては、①受け
入れた帰宅困難者が安全に帰宅開始できるまでの 間、原則として発災後 ３日間の運営を標準と
する。② 帰宅困難者の受入は、床面積 3.3 ㎡当たり２人の収容（必要な通路の面積 は算入しな
い）を目安としている。 
東京都総務局統計部では、千代田区の昼間人口は90.4万人である（令和２(2020)年度国勢調査）

であり、相当数の在勤者・在学者が帰宅困難者となることが想定できる。 
こうした背景の中、本研究事業の６大学、２短期大学、いずれの大学でも、首都直下型地震や

ゲリラ豪雨などの予測困難な大規模自然災害の防災・減災対策として、千代田区と『大規模災害
時における協力体制に関する基本協定』を締結している（資料１・２）。千代田区の災害対策を進
めるために、次の 3 つの項目を主な内容として、協定の締結を進めています。具体的には、①学
生ボランティアの育成、②地域住民および帰宅困難者等の被災者への一時的な施設の提供、③大
学施設に収容した被災者への備蓄物資の提供であり、各大学が対応可能な含意で、このような使
命を担うことになる。各大学での備蓄品の一覧を資料３のとおりである。 
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しかし、各大学では収容する学生以外の不特定多数の区民や帰宅困難者を受け入れた場合、キ
ャンパスのキャパシティを大幅に超える可能性が想定される。また、施設開設に伴う安全・衛生
管理、感染症対策、備蓄品、通信手段などの確保、情報提供体制など、施設運営に関する情報共
有や連携の在り方には課題が多く、実現可能性を高める方法等の検証が十分になされているとは
いえない。 

第３節 本研究事業の目的と期待される効果 

令和３～５年度千代田学の共同提案事業として、各大学の帰宅困難者支援施設運営の計画や災
害対応体制の再構築に関する課題を明確化し、災害復興や防災対策に役立てるために、千代田区
における過去の災害記録、また、防災に必要な情報・用品等のアーカイブ化、また、各大学で学
生版・職員版・地域連携版の帰宅困難者支援施設運営ゲーム（以下、ＫＵＧ：Kitakukonnnannsha 
Unei Game と略す）の開発をすすめ、各大学で帰宅困難者支援をすすめるための学習プログラム
を構築し、防災・減災意識の変化に及ぼす KUG の教育的効果を検証してきた。ＫＵＧとは、避難
者の年齢や性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカード（避難者カード）を体育館や教
室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また施設で起こる様々な出来事にどう対応
していくかを模擬体験するゲームである。 
そこで、令和６年度には、今までの研究成果を踏まえ、大きく２点を研究目的とする。１）首

都圏大規模災害時における学生災害ボランティアの育成を試み、大学を含め、千代田区の社会資
源を巻き込んだ教育内容を展開し、その効果を明らかにすること、２）既存の各大学でのボラン
ティアサークルが個々に活動するだけでなく、近隣企業との連携を深め、その活動や情報を発信
し合うネットワークづくりをすすめ、その効果を検証する。
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そのために、令和６年度、千代田区キャンパスコンソでの単位互換科目として、「課題解決型フ
ィールドワーク～大規模災害自然発生時の大学キャンパスでの避難生活のマネジメントⅠ－千代
田キャンパスコンソ及び近隣企業との連携」を開設し、各大学から受講生を募ることで学生災害
ボランティアの育成を進める。学生は①大規模自然災害に関する知識を深める、②与えられた課
題に対するグループワークによる実習及び演習を中心に、積極的なコミュニケーションを通して、
想定される多様な避難者、および、避難所で生じる問題に対して臨機応変に対応することの難し
さを共に学び、防災行動に対する複眼的な目を養うことを到達目標とする。教育内容については、
各大学の研究者が参画すると共に、千代田区・災害救援ボランティア推進員会、千代田区社会福
祉協議会、一般社団法人防災教育普及協会、および地域の関係団体、企業等と連携しながら、構
築する。その一部には、令和５年度まで研究をすすめてきた各大学の KUG を活用した学習や、
研究により得られた知見や解決した問題点などの資料（動画等）を活用していく。 
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本事業では学生や区民の目線から帰宅困難者支援の在り方を見直すことを重視するため、その
過程において行う学生を含めたボランティアの育成、「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（ＫＵＧ）」
やネットワーク化をはかることで防災・減災意識を啓発する。その結果から防災減災教育の効率
的なアプローチの手段を明らかにするとともに、製作したＫＵＧを千代田区における防災減災教
育教材として普及させ、発災時の帰宅困難者支援施設としての効率的な運営および円滑な管理体
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制の充実と強化に資する。他方、より現実的な視点から各大学の現状と課題（事前の備えや災害
応急対応などに資する改善点）が明確化されることが期待され、千代田区の政策に資する基礎的
資料やそれに基づく提言が可能である。 
また、帰宅困難者支援施設としての大学の施設規模や機能を区民に周知するための方法を千代

田区ならびに区民や学生、近隣企業と協力して構築することによって、さらに歴史ある各大学と
地域の繋がりが深まることが期待され、区民に果たす役割をさらに明らかにできる。本事業で作
成したＫＵＧは、区内の大学のみならず各種学校や一般企業、区の職員対象にも展開可能であり、
千代田区における防災・減災意識を高めるための教材として活用できる。また、調査・研究の成
果の一部は動画コンテンツ化し、広く区民等が視聴できることを試みるものである。 

資料 1 大規模災害時における協力体制に関する基本協定 
地震等大規模災害時における、地域住民、在勤者等の安全確保や生活復興などの応急対策を迅

速に推進するため、千代田区（以下「甲」という。）と 各 大学（以下「乙」という。）は、災害
発生時及び平常時の協力体制の確保に関し、次のとおり基本協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、地震等の大規模災害が発生した場合に、区民、在勤者及び区内訪問者等（以

下「区民等」という。）の安全確保を図るために執る甲及び乙の協力体制について定めるとと
もに、平常時よりそのための協力体制を整備することを目的とする。 

（協力要請） 
第 2 条 甲は、乙に前条に規定する協力を要請する場合は、予め定めている甲乙双方の担当者等
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を通じて行うものとする。 
（協力） 
第 3 条 乙は、甲から、前条の規定による協力要請を受けた場合は、協定の内容にしたがって可

能な限り協力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により 協力要請に応じら
れない場合はこの限りでない。 

（協力内容） 
第 4条 前条に規定する協力の内容は、次のとおりとする。 

(1)甲から派遣要請のあった被災場所及び避難所等への学生ボランティアの派遣
(2)区民等の安全確保のための、大学施設の一部の一時的避難施設としての提供（この一時的
避難施設は、甲が地域防災計画において予め規定する避難所及び帰宅困難者支援 場所への
避難が、災害状況及び天候等により困難な場合に、二次的施設としての使用とする。）

(3)大学施設に収容した被災者への応急医療資材及び備蓄物資の提供（提供できる資器材等を
有しない場合を除く。）

(4)その他の協力要請事項
（ボランティア組織の整備） 
第 5 条 乙は、前条第 1 号による派遣を行うため、予め、学生ボランティアの募集、登録、養成

等を行うこととする。 
2 甲は、前項の規定による乙の活動に対して、必要な資器材の提供や養成にかかる経費等へ
の支援を予算の範囲内で行うこととする。 

（施設提供期間） 
第 6条 第 4 条第 2号に規定する施設の提供期間は、原則として災害発生直後の初動期間(1週間

程度）とし、被災者が自宅に帰宅又は代千田区が 指定する施設に移動するまでの期間とする。
ただし、これを超えて使用する場合は、甲及び乙の協議により決定する。 

（経費の負担） 
第 7条 第 4 条の協力に要した経費は、原則として、甲が負担するものとする。 
（実施細目） 
第 8 条 ボランティア養成にかかる支援内容及び資器材内容、施設提供にかかる具体的施設・収

容人員等、本協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。 

（協議） 
第 9 条 この協定に関する疑義や定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとす

る。 
（附則） 
1 この協定は、平成 21 年 3 月 19 日から適用する。 
2 この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各 1 通を保有

する。 
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資料 2 大規模災害時における協力体制に関する基本協定実施細目 
（趣旨） 
第 1 条 この細目は、千代田区（以下「甲」という。）と 各大学（以下「乙」という。）が締結

した大規模災害時における協力体制に関する基本協定（以下「協定」という。） 第 8 条の規
定に基づき、協定内容の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力） 
第 2 条 乙は、協定第 2 条に基づく甲からの要請がない合場においても、緊急を要するときは、

乙の判断により協定第 4 条に規定する協力内容を実施することができる。この場合には、そ
の旨を遅滞なく甲に連絡するものとする。

（施設の確認） 
第 3条 乙は、協定第 4 条に基づく一時的避難施設の提供を実する施場合は、事前に当該施設の

安性全を疇する。 
（施設の提供） 
第 4条 協定第 4 条に基づく一時的避難施設は別表 1 のとおりとする。 
（指定） 
第 5条 甲 は、協定第 2 条により甲の要請が乙に受諾された場合又は本細目 2 第条の乙の連絡

により被災者を受け入れる施設の指定が必要と判断した場合は、別 1 記号様第式により当該
施設を一時的避難施設 として指定するものとする。 

2 前項の指定は、緊急を要する場合には口頭で行い、事後速やかに当該様式を交付するものとす
る。 

（指定解除） 
第 6 条 甲は、次の各号に該当する場合、甲乙協議のうえ、避難者の一時的受入施設としての指

定を解除し、その旨を別記第 1 号様式により乙に連絡するものとする。 
(1) 避難者の一時的受入施設の必要がなくなったと甲が判断した場合
(2) 避難者の一時的受入施設としての指定解除を乙が甲に要望した場合
(3) その他、甲又は乙が避難者の一時的受入施設としての指定解除を必要と認めた場合

（資器材の提供） 
第 7 条 協定第 5 条第 2 項に規定する必要な資器材とは、ボランティア活動及び帰宅困難者支援

に必要な資器材とし、別表 2に掲げる資器材の中から、双方で協議の上決定する。 
（経費の負担） 
第 8条 乙は、協定第 4 条に規定する支援に要した費用について、すみやかに別 2記号第様式に

より甲に報告するものとする。 
（学生ボランティア） 
第 9条 学生ボランティアは、乙に在学するものをその対象とする。 

 （学生ボランティアの役割等） 
第 10 条 学生ボランティアの主な役割は次のとおりとする。 
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(1)区内小中学佼等の区が指定する避難所での被災者援助
(2)帰宅困難者の支援
(3)避難所防災訓練等、近隣で開催される訓練への協力
(4)その他区の要請による支援活動

（学生ボランティアの派遣） 
第 11 条 学生ボランティアの派遣要請は甲から乙に対して行うものとする。 

2 乙は、甲の要請に基づき、可能な限り学生ボランティアの派遣に努めるものとする。  
ただし、やむを得ない事情等により要請に応じられない場合はこの限りでない。 
（学生ボランティア養成等） 

第 12 条 学生ボランティアの養成等の実施に際しては、乙は甲と連携して行うものとする。 
2 甲は、乙の実施する学生ボランティアの養成事等業の 1回に対して、教材費、講師料など、
必要と認められる費用のうち 3 0 万円を限度に負担金を交付することができる。 

3 乙は、前項に規定する負担金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人千代田区社会
福祉協議会（以下「協議会」という。）に対し、申請等の手続きを行うものとする。 

4 乙は、学生ボランティアの募集及び登録を甲及び協議会にその進捗状況を報告するものと
する。ただし、学生ボランティア登録情報については、年に 1 回、人員変更の有無及びそ
の内容を甲に報告しなければならない。 

5 学生ボランティアとしての養成を受けた者については、当該ボランティアに登録するもの
とする。 

（損害補償） 
第 13 条 ボランティア活動に関し、学生ボランティアが被った損害の補償はボランティア保険に

よるものとする。 
2 前項のボランティア保険の加入金については、甲が負担するものとする。 
 （その他） 
第 14 条 本実施細目に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するも

のとする。 
附 則 
この規定は、平成 23 年 2 月 7 日から施行する。 
この規定は、平成 26 年 3 月 14 日から改正、施行する。 
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資料 3  大学備蓄品(千代田区大規模災害時における協力体制に関する基本協定に
基づく備蓄品） 

2024.12 現在 

品 名 
東京家政
学院大学 

大妻女子
大学 

大妻女子
大学短期
大学部 

共立女子
大学 

共立女子
短期大学 

二松学舎大学 法政大学 専修大学 

受入対象者 
原則 女
性及び子

供 

原則 女
性及び子

供 

原則 女
性及び子

供 

地域住民、在
勤者及び区内
訪問者等 

在勤者及
び区内訪
問者等 

地域住民、在
勤者及び区内
訪問者等 

収容可能人
数 

428 人 1281人 767 人 330 人 1260人 664 人 

アルファ化
米 

(白粥、わか
めご飯） 

〇600 食 〇1750 食 × 〇1500 食 × × 

アレルギー
対応

ライスクッ
キー

〇3888 個 × 〇6912 個 〇3936 個 × 〇6000 個 

ビスケット × 
〇11328
食 

× × 
〇11376
食 

× 

ミネラルウ
オーター
500ｍｌ 

〇7704 本 
〇22656
本 

〇13824本 〇11664本 
〇22680
本 

〇11952本 

缶詰(さんま
蒲焼） 

× × × 〇750 缶 × × 

使い捨て哺
乳瓶 240ml
（5個入） 

〇39 セッ
ト 

〇114 セ
ット 

〇69 セッ
ト 

× × × 

粉ミルク 〇1缶 〇1缶 〇3缶 × × × 
アレルギー

対応
粉ミルク 

〇1缶 〇4缶 × × × × 
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子供用紙お
むつ 

（L サイ
ズ） 

〇108 枚 〇270 枚 〇594 枚 × × × 

子供用紙お
むつ 

（M サイ
ズ） 

〇128 枚 〇256 枚 〇576 枚 × × × 

子供用紙お
むつ 

（S サイ
ズ） 

〇82 枚 〇246 枚 〇588 枚 × × × 

子供用紙お
むつ 

(新生児用） 
〇88 枚 〇176 枚 〇630 枚 × × × 

ウエットテ
ィッシュ
（からだふ

き） 

〇60 袋 
〇152 袋

(4560
枚） 

〇92 袋 × × × 

タオル 〇200枚 〇600枚 〇360枚 × 〇200枚 〇200枚 

消毒液 
〇4本
（L） 

〇11 本
（L） 

〇21 本
（L） 

× × × 

公衆電話 〇2機 × × 〇3機 × × 
ゴザ × × × × 〇300枚 × 
軍手 × × × × 〇300双 〇300双 

ヘルメット × × × × 〇50 個 〇60 個 
腕章 × × × × 〇60 枚 〇60 枚 

折りたたみ
式 

リヤカー
○ × × × 〇1台 〇1台 

段ボールベ
ッド 

段ボール仕
切り 

× × × 
〇ベット 40

箱、 
仕切り 37 箱 

× × 

給水袋（500
ｍｌ） 

× × × 〇6000 枚 × 〇800 枚 
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テント(組立
式）

× × × 〇4張 × 〇2張 

アルミブラ
ンケット

〇450 〇1500 〇770 〇350 〇1260 〇700 枚 

毛布 〇500枚 × × 〇780枚 〇1480 枚 〇390枚 

トイレ
携帯 6420

個 

簡易(便座
有)18870

個 

携帯 1160
個 

携帯 7900
個、マンホー
ルトイレ 3 台

携帯
19400 個 

携帯 10260
個、 

災害対策用ト
イレ 2 個

備考 

帰宅困難
者受入れ
施設用看
板 

帰 宅 困 難
者 受 入 れ
施 設 用 看
板 

帰宅困難者受
入れ施設用看
板、九段小学
校及び九段幼
稚園から預か
っている備蓄
品を含む 

帰宅困難
者受入れ
施設用看
板 

帰宅困難者受
入れ施設用看
板 
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